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．   
PFS/SIB の活⽤が に有効と考えられる場 や事業

「  ⽅公 体にお る PFS/SIB 導⼊の ・⽬的」に のとおり、PFS/SIB は
成果に応じて対価を⽀払うため、⺠間事業者はより⼩さいコストでより きな成果を⽣み出すことを⽬指
す ンセンテ を え、 果的に、限られた 源をより効果的に活⽤することが期 されるス ー であり、
⾏政コストの にも する可能性がある。 

⼀⽅、⾃治体によっては従来事業と して、PFS/SIB の導⼊により事業費の が 加している
ースもあり、必 しも PFS/SIB の導⼊が⾏政コストの につながるものではないといえる。PFS/SIB

が 来的な 政コストの を考 して成果指標等を設 する ースが多いことから、「PFS/SIB を
実施すると必 ⾏政コスト 事業費 の につながる」との を やすいが、必 しもそうではな
いことを 解して導⼊に た検討を⾏うことが 要である。

PFS/SIB は、本調査で実施したヒアリング調査等の 果を踏まえると、以 のような場 や事業への
活⽤が に有効であると考えられる。 

の活⽤が 効 る や事業  
「事業の費⽤対効果の 成果の最 化 」への活⽤
「新しい⾏政サービス 新 事業 の試験的導⼊」への活⽤
「既存事業の効果検証」への活⽤
「内容のマンネリ化や参加者の固定化が進 でいる事業」への活⽤
「さま まなステーク ーを き みたい事業」への活⽤
「⺠間事業者の の⾏政への移転」への活⽤

以 、それ れについて 述する。 

「事業の ⽤ 効果の （ 果の 化）」への活⽤
PFS/SIB では、⺠間事業者は成果を 出した場合にのみ対価が⽀払 れ、また、⽀払 によって

は、成果がより 出される ど対価が きくなる。このことにより、⺠間事業者側に成果 出の ンセンテ
が く。実際に、 調査対 とした先進⾃治体は、い れも事業の費⽤対効果 コスト ーマ

ンス の を⽬指すという において 通認 を有していた。また、ある⾃治体の担当者は成果 動
型の仕組みを⽤いたことで「事業者の本 をみることができた」、「 従来の委託事業と して 事業
者の⽬の が変 った」との発⾔をしていた。

有 者ヒアリングにおいても「PFS/SIB は事業成果の最 化、事業の費⽤対効果の のためのス
ー である」との趣旨のコ ントがあるなど、事業の費⽤対効果の 成果の最 化 は PFS/SIB

の最 の有効性であると考えられる。
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② 「新しい⾏政サービス（新規事業）の試験的導⼊」への活⽤ 
社会情勢等が変化し、市⺠ニーズや社会課題が多様化・複雑化する中で、変化に対応して機動的

に新たな⾏政サービスを展開する必要性が⾼まっている。⼀⽅、⾏政にとっては、実績がなく、効果が出
るかどうか確証がない新たな⾏政サービスを公費を投⼊して実施するという判断を⾏うことは容易ではない。 

PFS/SIB は、「成果報酬払い」を前提としており、設定した成果指標に到達できなかった場合にはそ
の分の⽀払いを⾏政が⾏う必要がない。したがって、新しい⾏政サービスを実施する際に、従来型の事業
において⾏政が負担していたリスクを⺠間事業者や資⾦提供者に移転することができる「リスク移転のた
めの仕組み」として PFS/SIB を捉えることもできる。 

実際に先進事例調査においても、「PFS/SIB 事業で、仮に当初想定した成果が達成できなかったと
しても、その⽅法やサービスでは成果が出ないということが分かること⾃体が⾏政としては価値である。」と
の趣旨の発⾔があるなど、新たな⾏政サービスの試験的導⼊や効果検証にPFS/SIBを活⽤している事
例も⾒られた。 

⺠間事業者や資⾦提供者がリスクを負担し、期間を定めて新たな⾏政サービスを実施し、成果が出
た場合には⾏政が公⾦を投⼊し本格展開する、成果が出なかった場合には別のサービスを検討するなど、
PFS/SIB の仕組みを活⽤することにより、⾏政側は最⼩限のリスクで新たな⾏政サービスへの公⾦投⼊
の可否を検討することが可能になる。 
 
③ 「既存事業の効果検証」への活⽤ 

福岡市へのヒアリングにて、従来の委託事業ではどのような効果がどれくらいあったのかを確かめる⽅法
がなかったが、PFS/SIB 事業においては、成果指標の設定、評価の実施というプロセスを経ることにより、
事業の効果が明確に測定できるとの⽰唆を得た。 

通常の委託事業では、報告書の提出等の形式的な確認は実施されているものの、客観的な指標や
データを⽤いて事業効果の評価を実施している⾃治体は限定的であると考えられる。そのため、本当に
効果が出ているか⾏政側にも確証がないまま、前例踏襲により、漫然と継続されている事業も多いと推
察される。前述のとおり、PFS/SIB 事業においては、成果指標の設定、評価の実施というプロセスを経る
ことが仕組みとして求められており、事業によりどのような効果がどれくらい⽣じているかを確認することが可
能となる。そのため、PFS/SIB を既存事業の効果検証に活⽤することも有効である。 

効果検証の実施により、本当に効果が出ている事業を選択し、資源を集中させることにより、効率的
かつ効果的な事業の実施につなげることができると考えられる。 
 
④ 「内容のマンネリ化や参加者の固定化が進んでいる事業」への活⽤ 

堺市の『介護予防「あ・し・た」プロジェクト』では、従来の介護予防事業で顕在化していた社会資源
不⾜、マンネリ化、参加者の偏り等の課題を⺠間企業ならではの強みを活⽤して解決することを⽬指し
ている。他⾃治体においても、介護予防事業以外も含めて、何年間も同じコンテンツを提供している、い
つも参加者の顔ぶれが同じなど、内容のマンネリ化や参加者の固定化が課題となっている事業は少なく
ないと考えられる。 
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